
JP 6080761 B2 2017.2.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の高さに位置した少なくとも１つの第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３１
２；４１１～４１５；５１１，５１２）と、
　前記第１の高さよりも低い第２の高さに、少なくとも５メートルの高低差で位置した少
なくとも１つの第２の貯水部（１２０；２２０；３１１，３１２；４２０；５２０）と、
　前記第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３１２；４１１～４１５；５１１，５１
２）と前記第２の貯水部（１２０；２２０；３１１，３１２；４２０；５２０）とを繋ぐ
少なくとも１つの連通パイプ（１４０；２４０；３４０；３４２；４４１，４４２；５４
１）であって、少なくとも３％の勾配を有し、少なくとも１つの遠隔操作型バルブ（１５
０；２５０；３５０；４５１；５４１）を備えた連通パイプと、
　水力発電システム（１３０；２３０；３３０；３３２；４３２；５３２）と、
　揚水設備（４３１；５３１）と、
　制御回路（４６０）と、
　を備える、電力配給ネットワーク用の補助電気エネルギーを生産するための設備であっ
て、
　少なくとも前記第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３１２；４１１～４１５；５
１１，５１２）は、電力を生産するという副次的な機能とは独立した、物または人を収容
するという主機能のために建設が必要な人工建物（１００；２００；３００）の基礎部に
地下式または半地下式に一体化された１つまたは複数の単位貯水部を備え、
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　人工建物（１００；２００；２００Ａ；３００）の基礎部に地下式または半地下式に一
体化された前記第１の貯水部（１１０；２１０；２２０；３１１，３１２；４１１～４１
５；５１１，５１２）は、１０００ｍ3～１５０，０００ｍ3の総容積を有し、
　前記第２の貯水部（１２０；２２０；３１１，３１２；４２０；５２０）の少なくとも
一部は、環境の地形における地面の自然の勾配を利用して地面の高さに位置し、
　前記水力発電システム（１３０；２３０；３３０；３３２；４３２；５３２）は、１０
０ｋＷ～４ＭＷの電力定格を有することを特徴とする設備。
【請求項２】
　前記第１の貯水部（２１０）は、電力を生産するという副次的な機能とは独立した、物
または人を収容するという主機能のために建設が必要な第１の人工建物（２００）の基礎
部に地下式または半地下式に一体化された前記１つまたは複数の単位貯水部を備え、
　少なくとも一部が地面の自然の勾配を利用して地面の高さに位置した前記第２の貯水部
（２２０）は、電力を生産するという副次的な機能とは独立した、物または人を収容する
という主機能のために建設が必要な第２の人工建物（２５０）の基礎部に地下式または半
地下式に一体化された１つまたは複数の単位貯水部を備え、
　前記第１の貯水部及び前記第２の貯水部のそれぞれは１０００ｍ3～１５０，０００ｍ3

の総容積を有することを特徴とする、請求項１に記載の設備。
【請求項３】
　人工建物の基礎部に地下式に一体化された前記第１の貯水部（２１０；２２０；３１１
；３１２）はさらに、前記人工建物（２００；３００）またはその関連の建物の一部また
は全てのための空調設備（１０、４６）または冷却設備と協働し、前記空調設備（１０、
４６）または前記冷却設備は、前記単位貯水部（２１０；２２０；３１１；３１２）から
水を供給される少なくとも１つの凝縮器（１１）と、膨張器（１２）と、熱交換流体を供
給される蒸発器（１３）と、圧縮ユニット（１４）とを備えることを特徴とする、請求項
１に記載の設備。
【請求項４】
　人工建物の基礎部に地下式に一体化された前記第１の貯水部（２１０；２２０；３１１
；３１２）はさらに、前記人工建物（２００；３００）またはその関連の建物の一部また
は全てのための暖房設備（１０、３３）と協働し、
　前記暖房設備（１０、３３）は、暖房回路から水を供給される少なくとも１つの凝縮器
（１１）と、膨張器（１２）と、前記単位貯水部（２１０；２２０；３１１；３１２）か
ら水を供給される蒸発器（１３）と、圧縮ユニット（１４）とを備えることを特徴とする
、請求項１に記載の設備。
【請求項５】
　前記第２の貯水部（１２０）は、建物の外に位置した、地面の高さにある自然のまたは
人工の水域であることを特徴とする、請求項１に記載の設備。
【請求項６】
　前記高低差は、５メートル～８メートルの範囲にあり、
　前記水力発電システム（５３２）は、前記第１の貯水部（５１１、５１２）の近傍に位
置していることを特徴とする、請求項１に記載の設備。
【請求項７】
　前記高低差は、８メートルより大きく、
　前記水力発電システムおよび前記揚水設備は、前記第２の貯水部（１２０；２２０）の
高さに、前記第２の貯水部（１２０；２２０）から離れて位置していることを特徴とする
、請求項１に記載の設備。
【請求項８】
　前記制御回路（４６０）は、
　電力消費が低い期間に前記揚水設備（４３１）を前記配給ネットワーク（１）に連結す
るためのユニット（４６１、４７１）と、
　電力消費のピーク期間に前記水力発電システム（４３２）を前記配給ネットワーク（１
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）に連結するためのユニット（４６２、４７１）と、
　を備えることを特徴とする、請求項１に記載の設備。
【請求項９】
　前記制御回路（４６０）は、
　電力消費が低い期間に前記揚水設備を太陽エネルギーまたは風力エネルギーなどの環境
に優しい自然エネルギー源（６Ａ、７）に連結するためのユニット（４６１、４７４）と
、
　電力消費のピーク期間に前記水力発電システム（４３２）を前記配給ネットワーク（１
）に連結するためのユニット（４６２、４７１）と、
　を備えることを特徴とする、請求項１に記載の設備。
【請求項１０】
　人工建物（１００；２００；２００Ａ；３００）の基礎部に地下式または半地下式に一
体化された前記第１の貯水部は、別々の建物（３０１、３０３）に配置されかつバランス
パイプ（３４１；４１６～４１９；５１３）によって互いに接続された複数の単位貯水部
（３１１、３１２；４１１～４１５；５１１、５１２）を備えることを特徴とする、請求
項１に記載の設備。
【請求項１１】
　人工建物（１００；２００；２００Ａ；３００）の基礎部に地下式または半地下式に一
体化された前記第１の貯水部は、自然冷却設備（６６７；６７１～６７３）、散水設備、
洗浄設備（６７７、６７８）、または消火設備（６８１～６８４）にさらに接続された少
なくとも１つの単位貯水部（６６８）を備えることを特徴とする、請求項１に記載の設備
。
【請求項１２】
　人工建物（１００；２００；２００Ａ；３００）の基礎部に地下式または半地下式に一
体化された前記第１の貯水部の各単位貯水部（１１０、２１０、３１１、３１２）に、液
位センサ（１８０；２８０Ａ，２８０Ｂ；３８０Ａ，３８０Ｂ）が連結されていることを
特徴とする、請求項１に記載の設備。
【請求項１３】
　人工建物（１００；２００；２００Ａ；３００）の基礎部に地下式または半地下式に一
体化された前記第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３１２；４１１～４１５；５１
１，５１２）は、それぞれ高さ３ｍ以下の上部構造を有し、地下深さが１２メートル以下
である１つまたは複数の単位貯水部を備えることを特徴とする、請求項１に記載の設備。
【請求項１４】
　人工建物（１００；２００；２００Ａ；３００）の基礎部に地下式または半地下式に一
体化された前記第１の貯水部（１１０；２１０；２２０；３１１，３１２；４１１～４１
５；５１１，５１２）は、床（６６４）によって閉鎖された、一群の区画（６６８）を有
する水密式の貯水部を規定するタンキング部（６６５）に取り付けられた深基礎部（６６
１）を備えることを特徴とする、請求項１に記載の設備。
【請求項１５】
　人工建物（１００；２００；２００Ａ；３００）の基礎部に地下式または半地下式に一
体化された前記第１の貯水部（１１０；２１０；２２０；３１１，３１２；４１１～４１
５；５１１，５１２）は、側壁の厚さが２０ｃｍ～４５ｃｍであり、底部の厚さが１０ｃ
ｍ～２５ｃｍであることを特徴とする、請求項１に記載の設備。
【請求項１６】
　第１の電気エネルギー源を用いて揚水設備（４３１；５３１）を駆動し、第２の高さに
位置した第２の貯水部（１２０；２２０；３１１，３１２，４２０；５２０）から、前記
第２の高さよりも高い第１の高さに位置した第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３
１２；４１１～４１５；５１１，５１２）へ、少なくとも５ｍの高低差と少なくとも３％
の勾配とで揚水する第１の工程と、
　前記第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３１２；３１５；４１１～４１５；５１
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１，５１２）から水力発電システム（１３０；２３０；３３０；３３２；４３２；５３２
）へ水を供給する第２の工程と、
　を少なくとも含む、電力配給ネットワーク用の補助電気エネルギーを生産するための方
法であって、
　少なくとも前記第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３１２；４１１～４１５；５
１１，５１２）を、電力を生産するという副次的な機能とは独立した主機能のために建設
が必要な人工建物（１００；２００；３００）の地下または半地下にある下方部分に位置
する少なくとも１つの単位貯水部として設ける予備工程を含み、
　人工建物（１００；２００；２００Ａ；３００）の基礎部に地下式または半地下式に一
体化された前記第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３１２；４１１～４１５；５１
１，５１２）は、１０００ｍ3～１５０，０００ｍ3の総容積を有し、
　前記第２の貯水部（１２０；２２０；３１１，３１２，４２０；５２０）の少なくとも
一部は、環境の地形における地面の自然の勾配を利用して地面の高さに位置し、
　前記水力発電システム（１３０；２３０；３３０；３３２；４３２；５３２）は、１０
０ｋＷ～４ＭＷの電力定格を有することを特徴とする方法。
【請求項１７】
　前記第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３１２；４１１～４１５；５１１，５１
２）はさらに、前記人工建物（２００；３００）またはその関連の建物の一部または全て
のための、空調設備（１０、４６）または冷却設備用の熱源（４３）、または暖房設備用
の冷熱源（３６）を構成し、
　前記空調設備（１０、４６）または前記冷却設備、および前記暖房設備（１０、３３）
は、それぞれ少なくとも１つのヒートポンプ（１０）を備えることを特徴とする、請求項
１６に記載の方法。
【請求項１８】
　少なくとも部分的には、流体を双方向に流すための共通のパイプ（１４０；２４０；３
４０；４４１，４４２；５４１）を介して、前記第２の貯水部（１２０；２２０；３１１
，３１２，４２０；５２０）から揚水され、前記第１の貯水部（１１０；２１０；３１１
，３１２；４１１～４１５；５１１，５１２）から前記水力発電システム（１３０；２３
０；３３０；３３２；４３２；５３２）へ水が供給されることを特徴とする、請求項１６
に記載の方法。
【請求項１９】
　少なくとも１つの遠隔操作型バルブ（１５０；２５０；３５０；３５２；４５１；５４
１）を装備した第１の連通パイプ（１４０；２４０；３４０；３４２；４４１，４４２；
５４１）を介して、前記第２の貯水部（１２０；２２０；３１１，３１２，４２０；５２
０）から揚水され、
　少なくとも１つの遠隔操作型バルブ（１５０；２５０；３５０；３５２；４５１；５４
１）を装備した第２の連通パイプ（１４０；２４０；３４０；３４２；４４１，４４２；
５４１）を介して、前記第１の貯水部（１１０；２１０；３１１，３１２；４１１～４１
５；５１１，５１２）から前記水力発電システム（１３０；２３０；３３０；３３２；４
３２；５３２）へ水が供給されることを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第２の貯水部（２２０；３１１，３１２；４２０；５２０）は、電力を生産すると
いう副次的な機能とは独立した主機能のために建設が必要な人工建物（２００Ａ、３０１
、３０２、３０３）の地下または半地下にある下方部分に位置し、
　前記第２の貯水部（２２０；３１１，３１２；４２０；５２０）に連結された前記水力
発電システム（２３０；３３０；３３２；４３２；５３２）によって生産された電気エネ
ルギーは、少なくとも部分的には、その下方部分に前記第２の貯水部（２２０；３１１，
３１２；４２０；５２０）が位置した人工建物（２００Ａ；３０１、３０２、３０３）、
または当該人工建物（３０３）のごく近傍に位置した関連の建物（３０４）への、電気エ
ネルギーの局所供給に用いられることを特徴とする、請求項１６に記載の方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力配給ネットワーク用の補助電気エネルギーを生産するための方法および
設備に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば文献ＵＳ４，４４３，７０７により、貯水部のポテンシャルエネルギーを発電機
に連結されたタービンを駆動するための運動エネルギーに変換する水力発電システムが既
に知られている。そのシステムでは、電力消費のピークに対応するためにネットワークに
おいて電力の補助が必要な場合に、高い位置にある貯水部に貯えられた水を、電力を生産
するためのタービンにつながっている水圧管へと放出する。
【０００３】
　実際、電気エネルギーの消費は不規則で、例えば一日の終わりや、電気暖房の需要が増
加する寒冷時、またはその反対に多くの空調装置が使用される猛暑時に、需要のピークが
生じることが知られている。例えば原子力発電所といった他の手段で生産される電気エネ
ルギーの量は変更するのが難しいことを考慮すると、ピーク期間に生産された水力発電に
よるエネルギーが需要の増加に対応するために電力ネットワークへ送られてもよい。同様
に、環境に優しく再生可能なエネルギー源（太陽、風力）による電力の生産は、気候条件
に左右され非常に不確実である。
【０００４】
　文献ＵＳ４，４４３，７０７によれば、ピーク期間以外では、メインのエネルギー配給
ネットワークからの電気エネルギーを用いて揚水ポンプに電力を供給し、この揚水ポンプ
が、次のピーク期間のためのポテンシャルエネルギーを再生するために、低い位置にある
貯水部から回収した水を高い位置にある貯水部へと戻す。この時、高い位置にある貯水部
および低い位置にある貯水部は通常、湖などの自然の貯水域または採掘坑である。
【０００５】
　例えば文献ＵＳ６，８６１，７６６により、揚水式水力発電システムを用いた補助電気
エネルギーを生産するための設備が知られており、この揚水式水力発電システムは、水圧
管と可逆式の水力発電機に連結された上方の人工貯水部と下方の人工貯水部とを備え、上
方貯水部に貯えられた水のポテンシャルエネルギーを用いて電力ネットワークに補助電気
エネルギーを供給し、その一方でポンプとして作動する際の水力発電機を駆動するのに必
要なエネルギーは風力タービンから得て、エネルギー配給ネットワークからは受け取らず
、これにより、化石燃料または原子力によって生産される電力の消費が低減される。この
ような補助電気エネルギー生産専用の設備は、特に上方貯水部を支えるのに十分な強度の
構造を建造する必要を考慮すると、コストが高い。
【０００６】
　また、文献ＵＳ２００９／００５８０９２Ａ１には、揚水式水力発電システムを用いて
補助電気エネルギーを生産するために、高層建物の高層階に配置された上方貯水部を使用
することが記載されている。しかし、建造に関する制約と地震のリスクとを考慮すると、
上方貯水部のサイズが限られ、それら上方貯水部に入っている水のポテンシャルエネルギ
ーから生産されるエネルギーは、消費のピーク期間にネットワークへ有意な電気エネルギ
ーを送るのには実際上不十分である。特に、その種の設備はおよそ１００キロワット（ｋ
ｗ）より大きな電力を生産することができない。
【０００７】
　また、文献ＦＲ２，７８９，１２６には、個人住宅やアパートメントタイプの建物用の
水力エネルギーを回収するための装置であって、建物の屋根裏または屋根の上といった高
所に設置された第１の貯水部または上方貯水部と、建物の下部、地下室、または建物の近
傍の地下に設置された第２の貯水部または下方貯水部とを備える装置が開示されている。
【０００８】
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　その装置は、太陽エネルギー、風力エネルギー、または地熱エネルギーを回収するため
の装置に連結でき、そのエネルギーを特に下方貯水部と上方貯水部との間で水を搬送する
ためのポンプを駆動するために使用でき、その一方で、発電機に連結されたタービンが、
上方貯水部と下方貯水部との間の下降パイプを流れる液体の流れによって選択的に起動さ
れる。
【０００９】
　生産された電気エネルギーは、例えば補助電気暖房システムにエネルギーを供給するた
めに、この装置を装備した建物に供給されるものである。生産された電気エネルギーの少
なくとも一部を公共の電力ネットワークに送るための備えがなく、特に各建物に対して２
つの人工貯水部を設ける必要があるので、このエネルギー回収装置を設置するための投資
コストは高い。さらに、大量の水を高所に貯えるのには制約があり、追加コストがかかる
。というのは、居住用建造物への最大負荷に関する通常の規準は、１平方メートル当たり
およそ３５０キログラム（３５０ｋｇ／ｍ2）であるが、この規準が有意な効果を得るの
に十分な量の水を提供する妨げとなるからである。実際、例えば１００平方メートル（ｍ
2）の個人住宅を考えると、３５立方メートル（ｍ3）を超える上方貯水部を設けることは
不可能であり、これでは十分なポテンシャルエネルギーを生み出すことはできない。要求
される負荷に耐えるのに十分な強度があり、例えば地上１０メートル（ｍ）の高さに有意
な量、例えばおよそ１２００ｍ3の水を貯えられる専用の構造物を造るということは、材
料の強度について厳しい制約があり、そのためコスト効率のよくない貯水塔を建てるとい
うことになる。その方法は複雑な作業を伴い、多くの高い位置にある貯水部および低い位
置にある貯水部の液位を一度に監視することが必要となり、また、地震やテロリズムに関
連する様々なリスクを考えると、実行に非常な困難を伴う。要するに、その方法は、課せ
られる制約と伴うコストとのために、大きな規模での使用には適していない。
【００１０】
　文献ＤＥ２，９２８，４７６Ａ１には、個人住宅の廃水を回収することによって電気エ
ネルギーを生産するための設備が記載されている。回収用貯水部が住宅の基部に配置され
、パイプによって水車に接続され、そしてより下方に位置した、下水道への排出またはポ
ンプを利用した回収用貯水部へのリサイクルのいずれかを可能とする貯水部に接続される
。個人住宅に連結されたこのような設備は、下方の貯水部専用の掘削を必要とし、数十ワ
ットの電力しか生成できず、従って、１時間当たり１キロワット（１ｋｗｈ）未満のごく
わずかな補助エネルギーしか日常提供できない。
【００１１】
　文献ＥＰ０，５９９，６９１１には、地面の高さに位置して自然の水域によって構成さ
れるか、または第１の深さで地下に設置される上方貯水部と、第１の貯水部よりも深くに
ある地下トンネルである下方貯水部とを用いる揚水式水力発電システムから構成される、
電気エネルギーを生産するための設備が記載されている。地下の空洞を形成するための作
業のコストは非常に高い。それらの空洞は非常に深い所に位置していなければならず、定
期的に流れる強力な水流によって生じる圧力と浸食とに耐えられるように補強されなけれ
ばならない。その分この方法を実行するためのコストが増加する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　本発明は、上述の欠点を解消して、ピーク期間、すなわち電力の需要が高いときに選択
的に作動して有意な量の補助電気エネルギーを電力配給ネットワークに供給し、それと同
時に、揚水式水力発電システムによって電力を生産するためのインフラストラクチャーの
建造コストを最小限に抑え、電気エネルギーが消費される場所にできるだけ近い都市部で
補助電気エネルギー生産設備を使用できるようにすることを目的とする。
【００１３】
　従って、本発明は、専用の土木工事を必要とすることなく、個人住居と結びついた生産
の能力を大きく上回る工業規模または準工業規模で補助電気エネルギーを生産できるよう
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にすることを目的とする。
【００１４】
　本発明の方法はまた、生産のピーク期間に生産された電気エネルギーを蓄え、それを消
費のピーク期間に放出することにより、設備が満たさなければならない全体の経済方程式
に適合しない多額の投資を追加することなしに、環境に優しいエネルギー源が経済的均衡
を達成できるようにすることを目的とする。このように、生産された電気エネルギーを、
需要が最も高く、従って価格が最も高い期間に転売可能であるため、太陽エネルギーまた
は風力エネルギーといった再生可能エネルギーの生産設備の利益性が非常に大きく向上す
る。
【００１５】
　本発明の方法および設備はまた、適切な気候条件（強い太陽光、強風）が突然重なって
、太陽エネルギーまたは風力エネルギーによる生産システムが最大出力で稼働するように
なった場合に、電力ネットワークの操業者らにとって管理して対応することが困難な負担
を回避することを目的とする。このような補助的な方法がなければ、太陽や風力による方
法などの再生可能エネルギーによる生産方法の開発が大幅に遅れ、また、これら代替エネ
ルギーの出現を奨励している国々の予算にとって負担となる多額の助成金なしで従来のエ
ネルギー生産方法と競合できるようになるのは難しいであろう。
【００１６】
　本発明はさらに、相乗効果を生み出して、公共用、商業用、または個人用の建造物の強
度、使いやすさ、または熱の収支を改善することを目的とする。
【００１７】
　本発明は、電力配給ネットワーク用の補助電気エネルギーを生産するための設備を設け
ることによって上記目的を達成し、この設備は、第１の高さに位置した少なくとも１つの
第１の貯水部と、第１の高さよりも低い第２の高さに、少なくとも５メートルの高低差で
位置した少なくとも１つの第２の貯水部と、上記第１の貯水部と上記第２の貯水部とを繋
ぐ少なくとも１つの連通パイプであって、少なくとも３％の勾配を有し、少なくとも１つ
の遠隔操作型バルブを備えた連通パイプと、水力発電システムと、揚水設備と、制御回路
と、を備える。この設備は、上記第１の貯水部および上記第２の貯水部のうちの少なくと
も一方は、電力を生産するという副次的な機能とは独立した、物または人を収容するとい
う主機能のために建設が必要な人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化された
１つまたは複数の単位貯水部を備え、人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化
された上記貯水部は１０００ｍ3～１５０，０００ｍ3の総容積を有し、上記第１の貯水部
および上記第２の貯水部のうちの他方は地面の自然の勾配を利用して地面の高さに位置し
、上記水力発電システムは１００ｋｗ～４メガワット（ＭＷ）の電力定格を有することを
特徴とする。
【００１８】
　人工建物は、好ましくは、住居、オフィス、駐車場、商店、倉庫、工場、または文化／
運動施設という主機能を有する。
【００１９】
　１つの特定の実施形態では、上記第１の貯水部は、電力を生産するという副次的な機能
とは独立した、物または人を収容するという主機能のために建設が必要な第１の人工建物
の基礎部に地下式または半地下式に一体化され、地面の自然の勾配を利用して地面の高さ
に位置した上記第２の貯水部は、電力を生産するという副次的な機能とは独立した、物ま
たは人を収容するという主機能のために建設が必要な第２の人工建物の基礎部に地下式ま
たは半地下式に一体化されている。
【００２０】
　少なくとも１つの単位貯水部が人工建物の基礎部に地下式に一体化されることを利用し
た本発明の１つの特定の側面によれば、人工建物の基礎部に地下式に一体化された少なく
とも１つの単位貯水部はさらに、当該人工建物またはその関連の建物の一部または全ての
ための空調設備または冷却設備と協働し、当該空調設備または冷却設備は、当該単位貯水
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部から水を供給される少なくとも１つの凝縮器と、膨張器と、熱交換流体を供給される蒸
発器と、圧縮ユニットとを備える。
【００２１】
　少なくとも１つの単位貯水部が人工建物の基礎部に地下式に一体化されている形態を利
用した本発明の別の特定の側面によれば、人工建物の基礎部に地下式に一体化された少な
くとも１つの単位貯水部はさらに、当該人工建物またはその関連の建物の一部または全て
のための暖房設備と協働し、当該暖房設備は、暖房回路から水を供給される少なくとも１
つの凝縮器と、膨張器と、当該単位貯水部から水を供給される蒸発器と、圧縮ユニットと
を備える。
【００２２】
　このような構成により、貯水部を建物の基礎部に一体化することによって既に達成され
ている相乗効果に加えて、省エネルギーの追求と電気エネルギーの生産の調整とにおける
相乗効果がもたらされる。
【００２３】
　１つの可能な特定の実施形態では、上記第１の貯水部および上記第２の貯水部のうちの
一方は、建物の外に位置した、地面の高さ付近にある自然または人工の水域である。
【００２４】
　建物の外に位置したこの貯水部は、有利には、人工湖、浄水場、または湖、河川、海な
どの自然の水域から構成される。
【００２５】
　１つの特定の実施形態では、上記高低差は５メートル～８メートルの範囲にある。この
場合、水力発電システムのタービンは、上記第２の貯水部の高さに位置してもよく、また
、例えば環境への一体化のために、上記第１の貯水部の近傍に位置することが有利である
とわかる場合には、随意にそうしてもよい。
【００２６】
　別の特定の実施形態では、上記高低差は８メートルより大きい。この場合、上記水力発
電システムおよび上記揚水設備は、上記第２の貯水部のごく近傍に位置してもよい。しか
し、上記水力発電システムおよび上記揚水設備は、上記第２の貯水部の高さに、上記第２
の貯水部から離れて位置してもよい。
【００２７】
　１つの特定の実施形態では、上記制御回路は、電力消費の低い期間に上記揚水設備を上
記配給ネットワークに連結するためのユニットと、電力消費のピーク期間に上記水力発電
システムを上記配給ネットワークに連結するためのユニットとを備える。
【００２８】
　本発明の別の側面によれば、上記制御回路は、電力消費の低い期間に上記揚水設備を太
陽エネルギーまたは風力エネルギーなどの環境に優しい自然エネルギー源に連結するため
のユニットと、電力消費のピーク期間に上記水力発電システムを上記配給ネットワークに
連結するためのユニットとを備えてもよい。
【００２９】
　人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化された貯水部は、別々の建物に配置
されかつバランスパイプによって互いに接続された複数の単位貯水部を備えてもよい。
【００３０】
　人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化された貯水部は、自然冷房設備、散
水設備、洗浄設備、または消火設備にさらに接続された少なくとも１つの単位貯水部を備
えてもよい。
【００３１】
　人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化された貯水部の各単位貯水部に、液
位センサが連結されている。
【００３２】
　人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化された貯水部は、それぞれ高さが３
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ｍ以下の上部構造を有し、地下深さが１２ｍ以下である１つまたは複数の単位貯水部を備
えてもよい。
【００３３】
　人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化された貯水部は、床によって閉鎖さ
れた、一群の区画を有する水密の貯水部を規定するタンキング部（cuvelage）に取り付け
られた深基礎部を備えてもよい。
【００３４】
　例えば、人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化された貯水部は、側壁の厚
さが２０センチメートル（ｃｍ）～４５ｃｍであって、底部の厚さが１０ｃｍ～２５ｃｍ
であってもよい。
【００３５】
　本発明の１つの側面によれば、上記設備は、上記第１の貯水部に連結された遠隔操作型
バルブと上記水力発電システムとを、補助電気エネルギーの緊急の要求と貯水部の水位と
に応じて制御するためのコンピューターベースの装置を備える。
【００３６】
　本発明はまた、電力配給ネットワーク用の補助電気エネルギーを生産するための方法を
提供し、この方法は、第１の電気エネルギー源を用いて揚水設備を駆動し、第２の高さに
位置した第２の貯水部から、第２の高さよりも高い第１の高さに位置した第１の貯水部へ
、少なくとも５ｍの高低差と少なくとも３％の勾配とで揚水する第１の工程と、上記第１
の貯水部から水力発電システムへ水を供給する第２の工程とを少なくとも含む。この方法
は、上記第１の貯水部および上記第２の貯水部のうちの少なくとも一方を、電力を生産す
るという副次的な機能とは独立した主機能のために建設が必要な人工建物の地下または半
地下にある下方部分に位置した少なくとも１つの単位貯水部として設ける予備工程を備え
、人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化された上記貯水部は１０００ｍ3～
１５０，０００ｍ3の総容積を有し、上記第１、第２の貯水部のうちの他方は地面の自然
の勾配を利用して地面の高さに位置し、上記水力発電システムは１００ｋｗ～４ＭＷの電
力定格を有することを特徴とする。
【００３７】
　１つの実施形態では、少なくとも部分的には、流体を双方向に流すための共通のパイプ
を介して、上記第２の貯水部から揚水され、上記第１の貯水部から上記水力発電システム
へ水が供給される。
【００３８】
　別の実施形態では、少なくとも１つの遠隔操作型バルブを装備した第１の連通パイプを
介して上記第２の貯水部から揚水され、少なくとも１つの遠隔操作型バルブを装備した少
なくとも１つの第２の連通パイプを介して上記第１の貯水部から上記水力発電システムへ
水が供給される。
【００３９】
　本発明の方法の１つの有利な実施形態では、建物の基礎部に一体化された少なくとも１
つの貯水部はさらに、当該人工建物またはその関連の建物の一部または全てのための、空
調設備または冷却設備用の熱源、または暖房設備用の冷熱源を構成し、上記空調設備また
は冷却設備、および暖房設備は、それぞれ少なくとも１つのヒートポンプを備える。
【００４０】
　本発明の方法の１つの特定の実施形態では、少なくとも上記第２の貯水部は、電力を生
産するという副次的な機能とは独立した主機能のために建設が必要な人工建物の地下また
は半地下にある下方部分に位置し、上記第２の貯水部に連結された水力発電システムによ
って生産された電気エネルギーは、少なくとも部分的には、その下方部分に上記第２の貯
水部が位置した人工建物、またはその人工建物のごく近傍に位置した関連の建物へ、局所
的に電気エネルギーを供給するために用いられる。
【００４１】
　本発明の他の特徴および利点が、添付の図面を参照して例として提示される本発明の特
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定の実施形態に関する以下の説明から明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】図１は、本発明に係る電力配給ネットワーク用の補助電気エネルギーを生産する
ための設備の概略全体図である。
【図２】図２は、電力配給ネットワーク用の補助電気エネルギーを生産するための設備の
１つの可能な実施形態の概略全体斜視図である。
【図３】図３は、複数の第１の貯水部を備える本発明の設備の一例の立面図である。
【図４】図４は、複数の第１の貯水部を備える本発明の設備の一例の立面図である。
【図５】図５は、特定のポンプ‐タービンシステムを備える本発明の設備の一例の立面図
である。
【図６】図６は、図５のポンプ‐タービンシステムの詳細立面図である。
【図７】図７は、図５のポンプ‐タービンシステムの詳細平面図である。
【図８】図８は、本発明の設備に組み込み得る浄水ヒートポンプの回路の冷却図である。
【図９】図９は、本発明の設備に組み込み得る浄水凝縮空調装置の回路の冷却図である。
【図１０Ａ】図１０Ａは、従来の建造物の概略断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ｂは、従来の建造物の概略断面図である。
【図１１Ａ】図１１Ａは、本発明の貯水部を装備した建造物の一例の概略断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ｂは、本発明の貯水部を装備した建造物の一例の概略断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の設備を装備した建物の正面部の生物気候の一例を示す概略
斜視図である。
【図１３】図１３は、本発明の貯水部を装備した建造物であって、冷却用空気の流れを生
成する建造物の一例の概略断面図である。
【図１４】図１４は、本発明の貯水部を装備した建造物であって、自然の水域を利用した
冷却システムを備える建造物の一例の概略断面図である。
【図１５】図１５は、本発明の貯水部を装備した建造物であって、当該建造物に衛生設備
用の水を供給するためのシステムを含む建造物の一例の概略断面図である。
【図１６】図１６は、本発明の貯水部を装備した建造物であって、水を火災現場または散
水システムに供給するためのシステムを含む建造物の例の概略断面図である。
【図１７】図１７は、本発明の設備のための制御システムの一例のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
　図１は、本発明の電気エネルギー生産設備の様々な例を示している。
【００４４】
　電力配給ネットワークの制御ステーション１は、化石燃料（石炭、石油、ガス）または
核燃料から電気エネルギーを生産する従来の各種発電システム２～５による電力の生産を
管理する。このような従来の発電システムは、環境に差し障りがあることに加えて、運転
に柔軟性がなく、従って需要の変動に容易に適応できないという欠点を有する。さらに、
それらは枯渇しつつある再生不可能な化石燃料に依存している。
【００４５】
　そこで、風力、太陽光、地熱、または潮力エネルギーなどの再生可能な自然エネルギー
を利用した電気エネルギー生産源６、７が、追加の電気エネルギーを生産するために従来
のエネルギー源に追加される。図１は、例として、太陽エネルギーから電気エネルギーを
生産するための設備６と、陸上および水上の風力発電所７とを示している。図１では、エ
ネルギー源と制御ステーション１との電気的接続が破線で示されている。例えば、水上風
力タービン７と制御ステーション１との電気的接続７３と、ソーラーパネル６と制御ステ
ーション１との電気的接続７４とが示されている。同様に、制御ステーション１に連結さ
れた電力ネットワークから各種建物２００、２００Ａ、３０１に電力を供給するための電
力線７１が破線で示されている。
【００４６】
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　再生可能エネルギーの欠点は、そのような手段による電気エネルギーの生産は気候の変
動の影響を受けやすく、需要のピーク期間に常に適応できるわけではないことである。
【００４７】
　従って、生産したエネルギーを一時的に蓄え、その後需要のピーク期間にそのエネルギ
ーを放出できるようにすることが望ましい。
【００４８】
　本発明は、揚水式水力発電システムを用いた電気エネルギー生成の原理を利用しており
、低需要期には、少なくとも１つの上流貯水部１１０に一定量の水を揚水して貯えること
によりポテンシャルエネルギーを蓄積させ、揚水に必要なエネルギーは、使用されておら
ず、それ故低コストであるエネルギーを電力ネットワーク１から受け取るか、あるいは上
述したエネルギー源６、７のような利用可能な環境に優しいエネルギー源から直接または
間接に取得し、高需要期には、このポテンシャルエネルギーを運動エネルギーに変換して
、少なくとも１つの水力発電システムまたはマイクロ水力発電システム１３０を用いて電
気エネルギーを生産し、上記水は下流貯水部１２０に送られて、次回の低需要期に再び揚
水されるまで待機する。
【００４９】
　既知のこのタイプの設備は、貯水のために、場合によってはエネルギー需要の高い地域
から非常に遠く離れた自然の貯水域をしばしば利用する。
【００５０】
　他の場合には、人工貯水部を有する設備が、特にポテンシャルエネルギーの蓄積と補助
電気エネルギーの生成専用のために建造される。そのような場合には、高所または地下に
貯水部を建造するのに非常に高額の投資費用がかかるのが常であり、このことはこの設備
があまりコスト効率がよくないことを意味する。
【００５１】
　さらに、上流貯水部および下流貯水部の少なくとも一部を、他の目的のために設計され
た建物に一体化することが望ましいが、特に貯水部を建物の上部に一体化する場合に多く
の欠点があるので、今のところ具体的な実現には至っていない。
【００５２】
　本発明の各種実施形態が図１に示されており、第１の実施形態では、少なくとも１つの
上流貯水部１１０が建物１００の下部に建造されており、この建物１００は、電力の生産
または水の管理以外の特定の第１の機能（例えば、駐車場、オフィス、住居、文化／運動
施設、倉庫、工場など）のために建設が必要なものである。従って、このような建物は、
給水塔のような貯水部を設けるためだけに建設されるのではなく、それとは異なる第１の
用途がある。建物の基礎部に地下または半地下の貯水部１１０を組み込むことは、それら
建物の二次的な用途のみを構成する。建物を建てるために必要な基礎部が貯水部のインフ
ラストラクチャーの一部となり、またその逆でもあるので、揚水式水力発電システムを建
造するための追加コストが副次的なものとなり、１つまたは複数の下流貯水部を、他のど
こか低い位置に土地の高低差を活用して配置すれば足りる。
【００５３】
　下流貯水部１２０は、人工湖により構成されてもよく、また、好ましくは、湖、河川、
海、大洋などの既存の自然の水域により構成される。
【００５４】
　従って、単一の下流貯水部が、図１の貯水部１１０と類似した複数の上流貯水部に連結
されてもよい。その場合、下流貯水部１２０は、この下流貯水部が協働する全ての上流貯
水部の総容積以上の容積を有する共通の貯水部である。
【００５５】
　液位センサ１８０が、各上流貯水部１１０に連結され、また、特に共通の下流貯水部１
２０を構成する水域の容積が上流貯水部１１０の容積と比べてそれほど大きくない場合に
は、必要に応じて、その水域にも連結される。
【００５６】
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　図１の実施形態の１つでは、上流貯水部１１０から水を受け取るマイクロ水力発電シス
テム１３０が下流貯水部１２０の近傍に位置しており、これは、なるべく屈曲の少ない水
圧管１４０の底部に、運動エネルギーが最大となる位置で、上流貯水部に対する高低差が
できる限り最大となるようにしてタービンを配置できるようにするためである。マイクロ
発電システム１３０のタービンを出た水は、第２のパイプを介して共通な下流貯水部１２
０へと送られる。遠隔操作型バルブ１５０が、水圧管１４０に配置されている。
【００５７】
　１つの可能な実施形態では、水力発電システム１３０は、水力部がポンプとしてもター
ビンとしても作動し、その一方電気部がモーターとしてもオルタネーターとしても作動す
る可逆式装置であってもよい。その場合、この発電機は、流体を双方向に流すためのパイ
プとともに動作してもよい。しかし、他の実施形態では、別個の揚水システムが水力発電
システムに連結される。想定した実施形態では、２つの異なる連通パイプを、一方をポン
プ用、他方をタービン用として上流貯水部と下流貯水部との間に用い、必要な場合には揚
水とタービンの駆動とを同時に行えるようにしてもよい。しかし、タービンの駆動と揚水
とを交互に行いさえすればよい場合には、液体を双方向に流すための単一の共通のパイプ
を用いれば足りるであろう。
【００５８】
　蓄積モードでは、消費の少ない期間に例えば太陽光発電所６または風力発電所７から配
線７４または７２、７３を介して、または電力ネットワークを直接介して、制御ステーシ
ョン１に供給された電気エネルギーをモーターとして動作する機械に供給し、これにより
ポンプを駆動して下流貯水部１２０から当該水力発電システムに対応する上流貯水部１１
０へ揚水し、ポテンシャルエネルギーを形成する。放出モードでは、水圧管１４０を流れ
る水の運動エネルギーを受け取ったタービンがオルタネーターを駆動し、これにより配線
１７１を介して制御ステーション１へと送られる電気エネルギーを生産する。
【００５９】
　水頭および流量に応じて種々のタービンを用いてもよい。例えば、多くの場合に要件を
満たす、Kaplanタービン、Francisタービン、またはPeltonタービンを用いてもよい。し
かし、例えばTurgoタービンやBankiタービンといった、他のより特殊なタイプの水力発電
システムの使用も除外されない。
【００６０】
　一般に、電力定格が１００ｋＷ～１ＭＷである水力発電システムの場合、水力面と経済
面から、別々のタービンとポンプとを使用することが好ましいが、動作するポイントを慎
重に選択すれば、タービンとポンプを組み合わせた装置も想定しうる。
【００６１】
　１ＭＷ～４ＭＷの電力の場合にも、別々のタービンとポンプとを使用することが通常好
ましい。しかし、ある場合には、ポンプに連結されたタービン、例えばいわゆる「Ｄｅｒ
ｉａｚ」タービンを使用することが可能である。
【００６２】
　各水力発電システム１３０はまた、制御／監視ユニットを備える。
【００６３】
　貯水部１１０と貯水部１２０とを繋ぐ連通水圧管１４０は、少なくとも３％の勾配、好
ましくは５％より大きい勾配を有し、少なくとも５ｍの高低差、好ましくは１０ｍ～５０
ｍの高低差を有する。もちろん、環境の地形が許せば、さらに大きな高低差も可能である
。
【００６４】
　水圧管は、好ましくは、０．３ｍ～１ｍの直径を有し、例えば鋼鉄製またはコンクリー
ト製、または、プラスチックおよび／またはグラスファイバー材料製であり得る。前提と
してこれらの特徴は、タービンの駆動用と揚水用とに２つの別々の一方向パイプを用いる
場合、各パイプに共通である。
【００６５】
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　貯水部１１０は、少なくとも５００ｍ3の容積を有してもよく、好ましくはそれよりは
るかに大きい容積、例えばおよそ５０００ｍ3～３０，０００ｍ3の容積を有してもよい。
さらに、後述するように、それぞれ異なる建物の基礎部に設置されかつ互いに接続された
複数の貯水部を用いることも可能である。
【００６６】
　遠隔操作型バルブ１５０は、上流貯水部１１０を水力発電システム１３０に接続するパ
イプに配置され、貯水部１１０の出口または水力発電システム１３０の入口に配置される
。遠隔操作型バルブはまた、水力発電システム１３０の後段に配置されてもよい。
【００６７】
　水頭がおよそ５ｍ～８ｍと低い実施形態では、タービンの吸引高さおよび各部品の位置
は、屋外の導水路により、例えば簡易な水路や非加圧パイプを用いて、水域に直接接続す
ることを可能にし、従って、上流貯水部のごく近傍に、必要に応じてその高さにある。
【００６８】
　なお、水頭が約８ｍより高い場合、すなわち、大気圧よりも高い場合、タービンは必ず
下流貯水部１２０の高さになければならないが、必ずしも下流貯水部１２０のごく近傍で
なくてもよい。従って、タービンと水力発電システム全体とを、地下または地上の専用の
場所に、例えば川である下流貯水部１２０と同じ高さとなるように配置することができ、
その川の土手に直接ではなく、すなわち下流貯水部１２０の近傍に直接ではなく、例えば
上流貯水部１１０の地下に配置することができる。
【００６９】
　それぞれ異なる建物に一体化されかつ実質的に同じ高さに配置された複数の上流貯水部
に共通の水力発電システムを用いる実施形態について以下に説明する。これによれば、複
数の上流貯水部と協働する単一の水力発電システムに電気エネルギーの生産を集中させる
ことによって、設計を合理化し、建造維持コストを低減することが可能になる。この場合
には、メインの電力ネットワークの制御変換ステーション１との接続が１つのみである。
【００７０】
　さらに図１を参照すると、本発明の別の実施形態が示されており、この実施形態では、
上述の実施形態と同様に上流貯水部２１０が建物２００の基礎部に造られているが、さら
に下流貯水部２２０が、第１の建物２００の基礎部よりも低い位置にある別の建物２００
Ａの基礎部に同様の仕方で造られている。
【００７１】
　この構成では、後述するように、上流貯水部２１０および下流貯水部２２０がそれぞれ
ヒートポンプ２９１、２９２を備える空調設備および／または暖房設備に連結されるのが
有利であるが、貯水部２１０、２２０のうちの一方のみをそのような空調設備および／ま
たは暖房設備に同じように連結することも当然ながら可能であり、また同様に、必要な場
合には、上述した貯水部１１０をヒートポンプに同じように連結することもできる。
【００７２】
　上流貯水部２１０と下流貯水部２２０とは、遠隔操作型バルブ２５０を装備した少なく
とも１つのパイプ２４０を介して連通している。タービンと揚水設備とを備える水力発電
システム２３０は、下流貯水部２２０の近傍に配置されてもよいが、この水力発電システ
ム２３０がパイプ２４０に配置されている。水力発電システム２３０は、水力発電システ
ム１３０と同じ機能を有し、配線２７１を介して電力ネットワークの制御ステーション１
に接続されている。液位センサ２８０Ａ、２８０Ｂが、貯水部２１０、２２０にそれぞれ
連結されている。
【００７３】
　上流貯水部２１０と下流貯水部２２０とが建物の基礎部に一体化されている実施形態で
は、下流貯水部２２０が、建物２００Ａまたはそれに隣接する関連の建物の全てまたは一
部のための、少なくとも１つのヒートポンプ２９２を備える空調設備用の熱源を構成する
という特定の状況を想定し得る。
【００７４】
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　同様に、上流貯水部２１０は、建物２００の空調設備に対して同じ機能を有し得る。し
かし、熱に関する観点から、上流貯水部２１０が、建物２００またはそれに隣接する関連
の建物の全てまたは一部のための、少なくとも１つのヒートポンプ２９１を備える暖房設
備用の冷熱源の機能を果たすのが有利であろう。
【００７５】
　当然ながら、下流貯水部２２０は、建物２００Ａまたはそれに隣接する関連の建物の全
てまたは一部のための、少なくとも１つのヒートポンプ２９２を備える暖房設備用の冷熱
源の機能を果たすこともできる。
【００７６】
　さらに図１を参照し、かつ図２を参照すると、本発明の設備の別の例が示されており、
この設備は複合式の上流貯水部３１０を備え、この上流貯水部３１０は、第１の建物３０
１の基礎部に配置された第１の単位貯水部３１１と、別の建物３０３の基礎部に配置され
た少なくとも１つの第２の単位貯水部３１２とを備え、第１の建物３０１は物または人を
収容する機能を有するいかなるタイプの人工建物であってよく、建物３０１を包囲する駐
車場３０２の下にあり、建物３０３は第１の建物３０１と同じタイプであってもよく異な
るタイプであってもよい。２つの単位貯水部３１１、３１２は、実質的に同じ高さに位置
しているが、バランスパイプ３４１によって互いに接続されている。第１の単位貯水部３
１１は、下流貯水部１２０へ通じる水圧管３４０に接続されており、下流貯水部１２０は
全ての単位貯水部３１１、３１２よりも低い位置に位置し、その容積は単位貯水部３１１
、３１２の総容積以上である。従って、有利には、下流貯水部１２０は、地面の高さの近
傍にある、例えば、湖、川、海、浄水場などの、自然のまたは人工の水域で構成されてい
る。
【００７７】
　電力ネットワークの制御ステーション１に配線３７１によって接続された、タービンと
、揚水設備と、制御モジュールに接続された遠隔操作型バルブ３５０とを備える水力発電
システム３３０により、電力ネットワークにおける電力需要のピーク期間に選択的に水が
水圧管内を単位貯水部３１１、３１２から下流貯水部１２０に向かって流れる際に電気エ
ネルギーを生産することが可能になり、電力需要の低い期間に下流貯水部１２０から上流
の単位貯水部３１１、３１２へ揚水することが可能になる。
【００７８】
　上述したように、単位貯水部３１１、３１２と下流貯水部１２０との高低差が比較的小
さく、実際５ｍ～８ｍである場合には、水力発電システム３３０を実質的に単位貯水部３
１１、３１２の高さに配置してもよい。このことは、他の実施形態にも同様に適用できる
。上述した第３の実施形態では、高低差に関わらず、水力発電システム３３０を下流貯水
部１２０の高さに設置することも可能である。さらに、単位貯水部３１１、３１２は、上
述した実施形態の貯水部のように、液位センサ３８０Ａ、３８０Ｂを装備している。
【００７９】
　図１、図２は、ソーラーパネル６Ａを装備した保護用の覆いを備える駐車場と連結した
建物３０１、３０３を示しており、ソーラーパネル６Ａは、低需要期における他の環境に
優しいエネルギー源６、７または電力ネットワークと同じように、水力発電システム３３
０の揚水設備にエネルギーを供給することに寄与し得る。
【００８０】
　図１はまた、ヒートポンプ３９１、３９２を備える空調設備用の熱源として、または、
同様にヒートポンプ３９１、３９２を備える暖房設備用の冷熱源として機能し得る単位貯
水部３１１、３１２を示している。ここで、空調設備または暖房設備は、その基部に貯水
部３１１、３１２が形成された、例えば商業施設やオフィスビルである建物３０１、３０
３によって直接使用されるものとして示されているが、空調設備および暖房設備は、建物
３０１、３０３に隣接する付属の建物に位置することもできる。
【００８１】
　図２では、上流貯水部３１０を構成する単位貯水部３１１、３１２が建物３０１、３０
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３の基礎部に形成され、基本的に閉鎖された空間を構成する場合に、それら単位貯水部が
区画され、単位貯水部３１１の部分３６１、３６２と、単位貯水部３１２の部分３６３と
が、例えば自然冷却や湿潤といった付属的な機能を果たすために外気に向かって開放され
ていることがわかる。上流貯水部の単位貯水部に含まれる水の追加的機能のその他の例に
ついては後程言及する。
【００８２】
　図３、図４は、本発明の設備の一例を立面視で示しており、貯水部はエネルギーの生産
だけではなくそれ以外の用途のための建物の基礎部に一体化されるように設計されている
が、ここでは、貯水部とそれらの接続のみが示されている。
【００８３】
　図３、図４では、下流貯水部４２０と、複合式の上流貯水部４１０とが示されており、
上流貯水部４１０は、メインの単位貯水部４１１と、一連の補助単位貯水部４１２～４１
５とを備え、補助単位貯水部４１２～４１５は、メインの単位貯水部４１１と同じ高さに
位置し、バランスパイプ４１６～４１９によって互いに接続されている。合計で５つの単
位貯水部４１１～４１５が示されているが、この数は本発明を限定するものではなく、よ
り少数の、またはより多数の単位貯水部、例えば合計１０個の単位貯水部を用いることも
十分可能である。タービン４３２は、下流貯水部４２０の上方に位置し、水圧管４４２を
流れる水を受け取り、水圧管４４２は、メインの単位貯水部４１１を起点とし、この水圧
管に遠隔操作型バルブ４５１が配置されている。下流貯水部４２０の高さに位置したポン
プ４３１は、パイプ４４１に水を送り、このパイプ４４１は、逆止バルブ４５２を装備し
ており、水圧管４４２と部分的に一致していてもよいし、していなくてもよい。ドレンバ
ルブ４５３を備えた補助パイプ４４３は、水圧管４４２と平行に配置され得る。
【００８４】
　図３の実施形態は、下流貯水部４２０が、余水吐き４２２と、余水吐き４２２に連結さ
れた限られた面積の第１の貯水部４２１との２つの部分からなるという点のみが、図４の
実施形態と異なる。
【００８５】
　図３、図４ではまた、制御回路４６０が概念的に示されており、この制御回路４６０は
、電力消費の低い期間に、配線４６１、４７１および制御ステーション１を介して揚水設
備４３１を配給ネットワークに連結させ、電力消費のピーク期間には、配線４６２、４７
１および制御ステーション１を介して水力発電システム４３２を配給ネットワークに連結
させるためのものである。また、図３、図４では、遠隔操作型バルブ４５１の制御線４６
３と、オプションの配線４７４とが示されており、この配線４７４は、例えばソーラーパ
ネル６Ａや風力タービン７によって局所的に生産された電力を受け取って、制御ステーシ
ョン１によって管理される電力ネットワークに加えて、あるいはその代わりに、制御回路
４６０へ、そして配線４６１を介してポンプ４３１へ、局所的にエネルギーを供給するた
めのものである。電力ネットワークは、局所的ネットワークでも、地域的ネットワークで
も、国家的ネットワークでも、国家間ネットワークであってもよい。
【００８６】
　本発明には多くの変形例がある。特に、人工建物の基礎部に位置した下流貯水部に連結
された水力発電システムは、消費のピーク期間には、消費の少ない期間に予め充水してお
いた上流貯水部から放水しながら従来の電力ネットワークに電力を供給してもよいが、そ
の建物や例えば駐車場などの関連の建物が、より自給的に電力の供給を受けられるように
することもできる。下流貯水部に貯えられた水で少なくとも１つの上流貯水部を充水する
ために再生可能エネルギー源を使用して揚水装置を駆動すれば、自給性が向上する。１つ
または複数の上流貯水部から放水している間、水力発電システムによって生産された電力
を、例えば場所の照明や駐車場の電気自動車のバッテリーの充電のために局所的に用いて
もよく、また、その他のタイプの電気エネルギーの局所使用も当然ながら可能である。
【００８７】
　再び図１を参照すると、本発明のさらなる実施形態が示されており、この実施形態では
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、上流貯水部３１５が建物とは独立した自然の、または人工の水域により構成され、下流
貯水部が、例えばオフィスビルや商業施設である人工建物３０３、３０１の基礎部に地下
式または半地下式に一体化された１つまたは複数の貯水部３１２、３１１により構成され
ている。水圧管３４２が、上流貯水部３１５を、貯水部３１２、３１１と同じ高さに位置
した水力発電システム３３２に接続している。遠隔操作型バルブ３５２が、水圧管３４２
に配置されている。
【００８８】
　本発明はまた、カスケード配列に適している。従って、図１に示されるように、貯水部
３１１、３１２が、例えば湖である上流貯水部３１５を使用する第１の設備用の下流貯水
部から構成されてもよく、バランスパイプ３４１によって互いに接続されたこれら同一の
下流貯水部３１１、３１２が、例えば海、湖、または川である下流貯水部１２０を使用す
る別の建物の上流貯水部の単位貯水部を構成してもよい。単位貯水部３１１、３１２の数
は限定されないが、人工建物の基礎部に地下式または半地下式に一体化された設備に少な
くとも１つの貯水部が必ずなければならず、これは、建物と貯水部とに部分的に共通する
インフラストラクチャーのコストを低減するため、建物の基部の機械的構造を補強するた
め、そしてこれらの貯水部に貯蔵された水が他の機能、とりわけ熱的機能を果たせるよう
にすることで追加の相乗効果をもたらし得るようにするためである。熱的機能については
後程より詳細に説明する。
【００８９】
　図５は、バランスパイプ５１３によって第２の上流単位貯水部５１２に接続された第１
の上流単位貯水部５１１を示しており、上流単位貯水部５１１、５１２は、図示されてい
ない建物の基礎部の内部に閉じ込められている。例えば、上流単位貯水部５１１、５１２
はそれぞれ、深さが３メートルで、容積が３０，０００ｍ3または１５，０００ｍ3である
。例として、上方単位貯水部５１１、５１２における上流水位Ｎ１と、川などである下方
貯水部５２０における下流水位Ｎ２との間に５ｍの水頭Ｈを定める（図６参照）。
【００９０】
　図５は、下方貯水部５２０の高さに配置されたポンプ５３１と、水頭の低さを考慮して
第１の単位貯水部５１１の近傍に配置されたタービン５３２の例を示している。タービン
５３２は、水路や非加圧パイプなどの屋外の導水路によって上方の水域に接続し得る。
【００９１】
　図６、図７はそれぞれ、送出パイプ５４１を有するポンプ５３１とタービン５３２とを
拡大して示した立面図および平面図である。
【００９２】
　貯水部が空調設備または暖房設備用の熱源または冷熱源をさらに構成する場合、特にエ
ネルギー面で無駄の少ない建物群を得ることが可能である。というのは、電気エネルギー
の生産を調整するために用いられる水により、暖房設備および空調設備の運転を合理化で
き、従って全体のエネルギー消費を低減できるからである。特にスーパーマーケットは、
空調と冷蔵のために非常に多くのエネルギーを消費することが知られており、従って、そ
の同じ建物またはその近傍、例えば駐車場の下方などに本発明の設備があれば、特に有益
であることがわかる。空調設備または暖房設備はそれぞれ、エネルギー定格の高い単一の
ヒートポンプではなく、複数の小さなヒートポンプを備えてもよい。
【００９３】
　図８は、本発明の設備とともに使用され得る浄水ヒートポンプ回路１０の一例の冷却図
を示しており、冷熱源３６を構成する貯水部が暖房回路３３を備えた建物の基礎部に設置
されている。
【００９４】
　ヒートポンプ１０は冷媒流体回路を備え、この冷媒流体回路は、暖房回路３３に接続さ
れた水入口３１および水出口３２を備える熱交換のための２次回路を備えた少なくとも１
つの凝縮器１１と、膨張器１２と、冷熱源３６を構成する地下または半地下の貯水部１１
０；２１０；２２０；３１１、３１２に接続された水入口３４および水出口３５を備える
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熱交換のための２次回路を備えた蒸発器１３と、圧縮ユニット１４と、を備える。
【００９５】
　より具体的には、凝縮器１１を膨張器１２に接続している流路１５上に、フィルタ１８
と動作インジケータ１９とが示されている。蒸発器１３を圧縮ユニット１４に接続してい
る流路１６は、温度センサ２０と低圧センサ２２とを備えている。圧縮ユニット１４を凝
縮器１１に接続している流路１７は、高圧センサ２１を備えている。
【００９６】
　貯水部３６と暖房回路３３とが互いに近接しているので、ヒートポンプ１０を構成する
要素１１～２２の全てを限られたスペースに集中させ得る。特に、フレオンなどの冷媒流
体用の回路全体を、より小さなスペースで、貯水部３６の近くの地下または半地下の専用
の場所に収容し得る。このことは経済的な運転と安全の面で有利である。特に、冷媒流体
パイプの長さが短いので、エネルギー損失が低くなり、冷媒流体の消費が少なく、また、
冷媒流体回路を一般に開放された建物のエリアから遠く離れたスペースに収容し得る。蒸
発器１３を介して液体と熱交換することは容易であり、貯水部３６にある水の温度は通常
、ヒートポンプにおいて行われる熱交換に適するよう自然に調整される。
【００９７】
　図９は、本発明の設備とともに使用され得る浄水凝縮空調装置を構成するヒートポンプ
回路１０の一例の冷却図を示しており、ここでは、熱源４３を構成する貯水部が、例えば
冷却ショーケースとともに空調設備を備えた建物の基礎部に設置されている。
【００９８】
　図９の凝縮空調装置１０の冷却図は、図８のヒートポンプ１０のそれと非常に類似して
おり、共通の構成要素には同一の参照符号を付し、再度説明はしない。図９の冷却図では
、凝縮器１１が、熱源４３を構成する地下または半地下の貯水部１１０；２１０；３１１
、３１２に接続された水入口４１と水出口４２とを備えており、一方蒸発器１３が、空調
回路または冷却回路４６における熱交換流体回路に接続された、例えば水や不凍剤である
熱交換流体用の入口４４と同熱交換流体用の出口４５とを備えている。
【００９９】
　図８のヒートポンプの場合と同様に、貯水部４３と冷却回路４６とが互いに近接してい
るので、図９の凝縮空調装置１０を構成する要素１１～２２の全てを限られたスペースに
集中させ得る。特に、凝縮器１１を地下の専用の場所に設置し得るので、これにより、冷
媒流体回路の長さが短くなり、必要とされる冷媒流体の量が低減され、この冷媒流体回路
を一般に開放されたエリアから遠く離れたスペースに収容できる。
【０１００】
　なお、単位貯水部の容積が約５００ｍ3より大きいとすると、ヒートポンプまたは凝縮
空調装置の運転に使用される水の量は比較的少なく、貯水部３６または４３に貯えられて
いる水の量の継時的変動が図８の蒸発器１３または図９の凝縮器１１の動作に大きな影響
を与えることはないが、水力発電システムに連結されたポンプの作動停止を防止するため
に貯水部３６または４３には常時少なくともおよそ２００ｍ3の水が残っているのでなお
さらである。このように、貯水部３６または４３のそれぞれに、常時最小限度の深さの水
を保存するように備えられ得る。水がその熱的慣性のために好ましいが、しかしたとえ貯
水部３６または４３の水が一時的に不足した場合であっても、空気を入口３４または４１
および出口３５または４２を介して空気を一時的に導入すれば、蒸発器１３または凝縮器
１１における熱交換プロセスが継続され、それにより暖房設備または空調設備の運転がリ
スクなしで継続され得る。
【０１０１】
　貯水部が建物の基礎部に一体化されている実施形態を以下により具体的に説明する。
【０１０２】
　図１０Ａ、図１０Ｂは、貯水部を有していない従来の建物６０、６０Ａを示しており、
これらの建物は、上部構造６３と、地面の高さにある床６４と、地中に埋め込まれた杭で
ある基礎部６１とを備える。図１０Ａは、上部構造を補強するための支柱６２に連結され



(18) JP 6080761 B2 2017.2.15

10

20

30

40

50

た深基礎部６１を必要とする粘土質の土壌に対応し、一方図１０Ｂは、砂地質または石灰
質の土壌などの、準深基礎部または深基礎部６１を必要とはするが支柱６２の追加は必須
ではない比較的不安定ではない土壌に対応する。粘土質の土壌は台地の特徴であり、一方
砂地質および石灰質の土壌は谷や河口の特徴である。
【０１０３】
　図１１Ａ、図１１Ｂはそれぞれ、図１０Ａ、図１０Ｂの土壌と類似の土壌にある建物６
６０、６６０Ａを示しているが、ここでは本発明に従って、貯水部が基礎部に設置されて
いる。
【０１０４】
　図１１Ａでは、床６６４によって閉鎖された、一群の区画６６８を有する水密式の貯水
部を規定するタンキング部（cuvelage）６６５に取り付けられた深基礎部６６１が示され
ており、その上に上部構造６６３を支える支柱６６２が載っている。貯水部の全体として
の構造は、深基礎部の建造と比べて特に複雑な土木作業を要するわけではないが、筏基礎
により構成される底部を有するタンキング部と区画された貯水部とがあることで、構造全
体が強化され、それにより建物の質が向上する。
【０１０５】
　図１１Ｂの建物は、図１１Ａの建物と同様であるが、比較的不安定ではない土壌の質を
考慮して、支柱６６２を有していない。
【０１０６】
　岩石地帯または花崗岩地帯では、より面積が大きくかつより浅い貯水部が好ましい。
【０１０７】
　建物の基礎部に一体化された貯水部は、横方向の厚さが２０ｃｍ～４５ｃｍ、例えば３
０ｃｍで、底の厚さが１０ｃｍ～２５ｃｍ、例えば１５ｃｍであってもよく、これにより
、必要な機械的強度を与えると同時に、これらの壁を追加の土木作業コストなしで建物の
基礎部に組み込むことが可能になる。
【０１０８】
　上述したように、貯水部の面積および容積は、建物の構成と設備から要求されるエネル
ギーとに応じて、様々な値を有し得る。従って、建物に一体化された単位貯水部は、例え
ば容量１２００ｍ3（例えば、２ｍ×２０ｍ×３０ｍ）、容量２４００ｍ3（例えば、２ｍ
×３０ｍ×４０ｍ）、または容量４８００ｍ3（例えば、２ｍ×４０ｍ×６０ｍ）の比較
的小さいものを想定し得るが、特に商業、手工業、工場生産業、またはサービス業のエリ
アに掘削を行う場合には、単位貯水部はより大きくてもよい。この場合、例えば容量３０
，０００ｍ3（例えば、３ｍ×１００ｍ×１００ｍ）の大きなメインの単位貯水部を設け
、平均サイズが例えば１５，０００ｍ3（例えば、３ｍ×５０ｍ×１００ｍ）である１～
１０個の補助単位貯水部を設けてもよい。
【０１０９】
　建物の基礎部に一体化された各単位貯水部は、好ましくは、地下深さが１２ｍ以下であ
り、上部構造部分の高さが３ｍ以下である。従って、タンキング部は、例えば標準のスイ
ミングプールのそれと基本的に異ならないが、安全上の理由から、それぞれの地下または
半地下の貯水部の少なくとも大部分の水が囲まれている。
【０１１０】
　土地の地形によって、上流貯水部と下流貯水部との間の水頭Ｈは、典型的には５ｍ～１
００ｍの範囲で変動し得る。水圧管は少なくとも３％の勾配を有さなければならない。実
際上、水頭のおよそ２０倍程度の長さの水圧管を選べば、水頭損失と効率とは許容できる
ものとなる。上流貯水部において利用可能な水の量（例えば、４５，０００ｍ3～１８０
，０００ｍ3）に応じて、例えば水圧管の直径が１．４５ｍ～２．５ｍの場合には、それ
ぞれ４．２ｍ3／ｓ～１６．７ｍ3／ｓの流量が得られる。ピーク期間（推定３時間）にお
ける電気エネルギーの生成量は、上流貯水部の水の量と水頭とに比例して、約４５０ｋＷ
ｈ～３７，７００ｋＷｈであり得る。
【０１１１】
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　従って、上流貯水部の総容積が約７０，０００ｍ3より大きく、水頭が１５メートル以
上であれば、技術的および経済的な最適化が達成されるが、容積がおよそ５００ｍ3～１
０００ｍ3で水頭が５メートルであれば有意な利点が得られる。従って、本発明の設備は
、１００ｋＷ～４ＭＷ、特には３００ｋＷ～４ＭＷのエネルギーを生成するのに適してい
る。
【０１１２】
　いかなる場合にも、単位貯水部のサイズは、従来の建物の基礎部に、ダム建設技術を要
せずに、従って従来建設される建物と比べて追加の土木作業の投資を行うことなく一体化
できるようなサイズである。
【０１１３】
　当然ながら、ポンプの駆動にはエネルギーを要するが、揚水用のエネルギーは、ピーク
期間外に環境に優しいエネルギー（例えば、太陽エネルギーや風力エネルギー）から有効
に得られるか、あるいは、電力ネットワークへの負荷が不十分で、利用可能な電気エネル
ギーを使用することで消費がスムーズになりネットワークの操業が調整される低消費の期
間には、電力ネットワーク自体から有効に得られる。
【０１１４】
　選択されるタービンの種類は、基本的に、利用可能な水頭Ｈによる。Ｋａｐｌａｎター
ビンは、およそ５メートル～２０メートルの低い水頭によく適合し、一方Ｆｒａｎｃｉｓ
またはＰｅｌｔｏｎタービンは、例えばおよそ２０メートル～１００メートルの高い水頭
の場合に好ましい。
【０１１５】
　水圧管の長さは環境に適合するように調節してもよい。従って、水頭のおよそ２倍の長
さの短いパイプを用いてもよく、または、約２キロメートルに及ぶ、例えば既存の道路の
軌道に沿う長いパイプを用いてもよい。パイプの断面は、例えば０．３ｍ～３ｍであり得
る。
【０１１６】
　単位貯水部間のバランスパイプは、加圧されないが、このバランスパイプは、コンクリ
ート製、鋼鉄製、ＰＶＣ製、またはグラスファイバー強化プラスチック製であり得る。そ
れらバランスパイプは、水頭損失をほとんど生じず、０．２ｍ～２．５ｍの断面を有し得
る。同一の水力発電システムに接続された同一の貯水部群のうちの２つの単位貯水部間の
距離、すなわちバランスパイプの長さは、好ましくは１０００ｍ以下である。
【０１１７】
　以下、図１２～図１６を参照して、貯えられた水がポテンシャルエネルギーを蓄える機
能に加えて１つまたは複数の機能を有する本発明の変形例について説明する。
【０１１８】
　建物の基部に大量の水があると、自然の熱的慣性効果を通じて周囲温度の調節に大きく
寄与することにまず留意されたい。
【０１１９】
　さらに、エネルギー需要のピーク期間の放水とエネルギー需要の低い期間の再充水との
繰り返しによる水の運動を考慮すると、水は貯水部に停滞せず、汚染の問題を生じない。
【０１２０】
　エネルギー需要の低い期間とピーク期間とが同一の日に交互に生じ得るので、その結果
、少なくとも水の一部が、建物の下に配置された貯水部と異なる高さに配置された第２の
貯水部との間を日々往復運動する。
【０１２１】
　しかし、本発明はまた、充水と放水のプロセスをより大きな間隔、例えば数日間や数週
間、または季節的な消費ピークを考慮して数か月間の間隔で行う場合にも適用できる。
【０１２２】
　さらに、貯水部の水の総量は、好ましくは１０００ｍ3より大きく、好ましくは少なく
ともおよそ１０，０００ｍ3、またはこの１０倍であって、その結果、建物に配置された
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貯水部からの水を、ポテンシャルエネルギーを生成するのに必要な貯えられた水の機能に
影響を与えることなく、水は必要ではあるが量は比較的少なくてよいその他の付属的な用
途に使用し得る。
【０１２３】
　例えば、図１２は、床６６４と、前壁６６６と、天井６６３とを有する建物の基礎部６
６１に配置されかつ底部６６５を有する貯水部の区画６６８からの水を、建物の正面部に
生物気候を発生させてその正面部を自然に冷却するために使用した様子を示す図である。
地下貯水部の区画６６８の１つは、建物の外の、正面部の前に、上面を外気に露出して配
置されて、貯留プールを構成している。傾斜壁６６７は、透明であっても半透明であって
もよいが、この傾斜壁６６７が正面部の前に配置されて水を散布され、壁６６７と正面部
６６６との間に隙間が形成され、その結果、温かい外気がこの区画６６８に回収される水
の流れによって冷却され、傾斜壁６６７の背後を正面部６６６に沿って上昇して正面部６
６６を冷却する。床６６４が建物の下の地下貯水部の残りの部分の大量の水の上方にある
ので、屋根６６３の高さで温められた空気も建物の内部で冷却され得る。
【０１２４】
　当然ながら、正面部に形成された水壁と正面部の前にある屋外のプールとは、温度調節
作用に加えて、審美的な効果を創出してもよい。
【０１２５】
　図１３は、本発明に係る地下または半地下の貯水部を装備した建物６６０において得ら
れる改善された自然換気の一例を示している。この建物は、熱の侵入の制御を可能にする
カナダ式井戸システム（puits canadien）として知られるシステムによって自然冷却され
得る。
【０１２６】
　外部からの空気が、地下または半地下の貯水部の水との熱交換によって空気の冷却がで
きるように、コイル形状で貯水部の底部６６５に配置され得るパイプ６７２のネットワー
クに入口６７１を介して導入される。パイプ６７２内の冷却された空気は、高い位置、例
えば建物６６０の中央スペースの天井６６３の近傍に配置された出口６７３を介して、建
物６６０の内部に送り返される。矢印６７４、６７５は、空気の経路を模式的に示してお
り、この空気はまず、温められる（矢印６７５）前に建物の内部の空気を冷却し（矢印６
７４）、次いで建物の上部から外部へと排出される。このように、対流による改善された
自然換気現象が、水を消費するのではなく水の存在を利用して生み出される。
【０１２７】
　図１４は、図２の実施形態の場合と同様に、地下または半地下の貯水部の区画６６８の
１つに外気に露出したプール６７９を設けることで実現される自然冷却の別の例を示して
おり、このプール６７９は、スイミングプール、装飾用プール、湿潤効果、雨水回収など
、様々な用途に用いられ得る。この屋外のプールを建物６６０の中心に配置し得るので、
温度調節効果をもたらすことも可能になる。必要な場合、外気に露出した水面は、安全の
ために格子網または格子柵６８５で覆われる。
【０１２８】
　図１５は、上記の変形例の全てを採用し得る実施形態であって、建物６６０の上部構造
に配置されたパイプ６７６のネットワークをさらに備える実施形態を示している。パイプ
６７６は、貯水部の区画６６８から水の供給を受け、散水、トイレ６７８の衛生設備用水
としての使用、自動車洗浄設備６７７またはその他の洗浄設備での使用などの、雨水の使
用が許容される全ての用途に用いられ得る。
【０１２９】
　図１６は、図１５の実施形態の変形例を示しており、この変形例は図１５の実施形態と
組み合わせてもよい。建物６６０の下にある地下または半地下の貯水部の区画６６８の少
なくとも一部からの水が火災現場６８４および／または縦管６８１に供給され、この縦管
６８１が建物の屋根または壁に分布されたパイプ６８２のネットワークに水を供給し、こ
のパイプ６８２が火災の場合に使用されるよう準備された散水システム６８３に水を供給
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する。
【０１３０】
　上述したように、上記の各種実施形態は互いに組み合わされてもよい。特に、建物の下
の地下または半地下の貯水部は、ポテンシャルエネルギーを蓄えるというその主機能に加
えて、建物の内部の空気を自然冷却させると同時に、ヒートポンプを用いた暖房設備のた
めの冷熱源、または浄水凝縮空調設備または冷却設備のための熱源を構成するという機能
を果たしてもよく、図１４～図１６を参照して上述したその他の補足的な用途については
言うまでもない。
【０１３１】
　このように、物または人を収容するために使用される建物の基礎部に、追加の土木作業
コストをかけずに、または副次的な追加コストで貯水部を建造することには確実な相乗効
果があり、水力発電用のエネルギーを蓄えることを可能にしかつ熱エネルギーの交換の最
適化を可能にするこのプールがあることで、建物の構造全体の機械的強度も高まるのでな
おさらである。
【０１３２】
　以下、図１７を参照して、一般的な制御回路１００について説明するが、この制御回路
１００は、例えば図１を参照して説明した各種実施形態に適用してもよく、その他の実施
形態に適用してもよい。制御回路１００は、第１の単位貯水部１１０、２１０、３１１、
３１２、３１５に連結された遠隔操作型バルブと、１つまたは複数の水力発電システム１
３０、２３０、３３０、３３２とを、補助電気エネルギーの緊急の要求と、液位センサ１
８０、２８０Ａ、３８０Ａ、３８０Ｂによって測定される第１の貯水部の水位とに応じて
制御する制御装置を構成する。
【０１３３】
　制御回路１００は、液位センサ１８０、２８０Ａ、２８０Ｂ、３８０Ａ、３８０Ｂから
それぞれ、情報Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ４、Ｌ５を、制御ステーション１から補助電気エネ
ルギーの要求を示す情報Ｉ１を、太陽光発電所６から利用可能な太陽エネルギーを示す情
報Ｉ６を、風力発電所７から利用可能な風力エネルギーを示す情報Ｉ７を受け取り、場合
によっては、例えば地熱エネルギーや潮力エネルギーといった電力の生産に利用可能な他
の種類の再生可能エネルギーに関する情報を受け取る。
【０１３４】
　制御回路１００は、制御信号Ｖ１５０、Ｖ２５０、Ｖ３５０、Ｖ３５２をそれぞれ遠隔
操作型バルブ１５０、２５０、３５０、３５２に送り、制御情報Ｕ１３０、Ｕ２３０、Ｕ
３３０、Ｕ３３２を既存の水力発電システム１３０、２３０、３３０、３３２に送り、蓄
積されたポテンシャルエネルギーから生産された配給ネットワーク用の補助電気エネルギ
ーが必要であるか、消費の少ない期間に揚水によってポテンシャルエネルギーを再度蓄積
できるように再生可能エネルギーからの電気エネルギー、またはその代わりにあるいはそ
れに加えて標準のエネルギー源からの電気エネルギーが必要であるか、状況に応じてター
ビンの駆動または揚水が行われる。
【０１３５】
　連結された遠隔操作型バルブを開くことによる上流貯水部１１０、２１０、３１１、３
１２、３１５の放水は、全ての、または場合によっては一部の貯水部について同時に行っ
てもよく、また、１つの上流貯水部の放水が終わるとすぐに別の上流貯水部を開放して、
経時的に順番に、段階的に行ってもよい。
【０１３６】
　制御回路１００は、検出された電力生産要求に応じて異なった遠隔操作型ソレノイドバ
ルブを開くようプログラムされた中央ユニットを備える。制御回路１００はまた、ネット
ワークによって、または風力システム７や太陽システム６などのローカルシステムによっ
て、過剰な電力が生産されている期間に、共通の下流貯水部１２０または独立した下流貯
水部２２０から揚水して行なわれる上流貯水部１１０、２１０、３１１、３１２の充水を
制御する。制御回路１００はまた、下流貯水部１２０から貯水部３１２への充水が既に行
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われた後の、貯水部３１２からの揚水による上流貯水部３１５への少なくとも部分的な充
水を制御する。しかし、貯水部３１５はまた、例えば雨水によって自給的に水が供給され
る水域によって構成されてもよく、貯水部３１２はまた、パイプ３４１によって貯水部３
１１に接続されることなく、下流貯水部としてのみ機能し得る。
【０１３７】
　当然ながら、本発明は様々な変形例に適用でき、具体的には、特に図１を参照して説明
した実施形態を互いに独立して使用してもよく、必ずしも単一の中央制御ステーションで
はなく、様々な制御ステーションに接続されていてもよい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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【図８】

【図９】

【図１０Ａ】

【図１０Ｂ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】
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【図１７】
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